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311 まるごとアーカイブ

東日本大震災の際に、被災地の方々が自らの記録や記
憶をアーカイブすることを支援するプロジェクト、「311
まるごとアーカイブ」を立ち上げました。以下では、「311
まるごとアーカイブ」の活動についてご紹介します。
先ず、311 まるごとアーカイブにどのようなコンテン
ツがあるのか映像などを紹介したいと思います。

＜映像上映＞

「311 まるごとアーカイブ」を始めたきっかけは、被災
直後、被災地に入ったところ、被害が甚大で、自治体も
被災する中で、当事者が被害の様相や対応について記録
することができなかった現実に直面したことです。そこ
で、記録することや記録された映像等を収集しメタデー
タ等を整理し、その後、当事者がアーカイブを運用管理
できるまでお手伝いするという趣旨でプロジェクトを発
足しました。
この津波の動画は岩手県宮古市の職員が庁舎から撮影
したものです。自治体職員が撮ると業務上撮影されたも
のなのか、私的な映像なのかということで、著作権の処
理や公表や提供など社会的に共有できるかどうかってい
う問題が生じます。一方、この津波の動画は、岩手県大
船渡市の民間の方が撮影したものです。撮影者（著作権
者）から映像を提供していただき、使用許諾を受けまし
たが、その後、公表は許可するが第三者への提供は不可
との連絡を受けました。著作権との関係で被害映像が社
会的に共有しにくいという問題が生じていくわけです。
誰でも自由に二次利用できるように、著作権などの権利
関係に縛られないように、権利処理したうえで収集して
きましたが、権利処理の実務は困難を極め、ダークアー
カイブが多く存在します。
被災地に多くの研究者が調査等に入り、映像による記
録や聞き取り調査などを行っていました。研究者により
記録は、その研究目的に偏りが生じます。また、研究倫
理や守秘義務との関係で被災者に対するインタビューの
記録は一般には公開・共有されないという課題がありま

す。研究者が収集する場合、被災者は一度話すと、既に
話したので、その研究者から話を聞いてくれと言われる
ことがありますが、初めに聞き取った研究者からはオー
ラルヒストリーの記録は提供されません。また、大学は
機関としてアーカイブに取り組むところは少なく、研究
者個人がアーカイブに取り組むことが多く、継続性に問
題があります。機関として組織的にアーカイブに取り組
む大学も、予算の関係で、継続できない場合もあります。
研究者は自分の研究に必要な部分しか利用しないわけで
すが、研究が終わって論文になると、その他の記録は個
人に死蔵されることがほとんどです。こうした課題に対
応するために、自治体等当事者が無理なくアーカイブを
構築し継続的に運営するためにオープンソースでアーカ
イブシステムも開発しソースプログラムを無償公開して
きました。
アーカイブはため込んでも利用されないとの批判があ
ります。アーカイブをどのように利活用するかが重要に
なります。震災直後から被災地でアーカイブのコンテン
ツを利用した防災教育などに取り組んできましたが、試
行錯誤が続いています。
災害のアーカイブというと、被災後の記録に注目が集
まります。小規模な災害の場合は被災後の映像や体験談
がアーカイブの目的になりますが、東日本大震災では津
波で町並みがまるごと洗い流されたため、被災前の地域
のまちなみやくらしなどの記憶を再生するために被災前
の映像等を収集しアーカイブすることの重要性が高まり
ます。例えば、この動画は 1970 年代の宮城県石巻市の記
録映像です。フィルムを 311 まるごとアーカイブが寄付
等を原資として 16 ミリのカラーの動画フィルムからデ
ジタル化したもので音声も記録されています。当時のく
らしの様子が生き生きと記録されています。また、地元
の市民コーラスグループが演奏している姿も収録されて
おり、その中には、今回津波でお亡くなりになられた方
の若き日の姿が記録されています。デジタル化し、かつ
アーカイブしてインターネットから誰でも自由にダウン
ロードして利用できるために、この 8年間権利処理に努
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めてきましたが、BGMで流れている音楽の著作権や出演
者の権利、肖像権など、権利処理の壁につきあたり、今
でも一般に公開されていません。
次に、防災教育における利活用の事例を紹介します。こ

れらの写真は岩手県大船渡市の越喜来という地区です。
実際津波に襲われて地域の被災後の航空写真や浸水実績
図、被災前の浸水実績図等を重ね合わせた地図です。アー
カイブは写真やビデオや資料に限らず、地理空間情報も
アーカイブの対象としています。被災した小学生が、こ
うした地図を地域の被災者（大人）に示し、発災後、ど
のような避難行動や避難誘導を行ったか体験談をインタ
ビューしてビデオに記録したものです。オーラルヒスト
リーの記録です。子どもたちがアーカイブのコンテンツ
を活用しながら取材を通じ防災について学ぶという学習
プログラムを提案させていただきました。さらに、子ど
もたちによって記録されたオーラルヒストリーの動画を
他の子供たちが見て意見交換することで、避難の必要性
や避難のタイミング、避難先などについて学ぶことが可
能となります。ただし、被災地でこのような防災学習を
取り組むことには他の専門家から批判がありました。子
どもの心的外傷等への配慮ということで、当初は全く許
可が下りませんでしたが、一人ひとりの子供の状態を把
握し、配慮が必要な子どもは別室で映像以外の方法によ
る学習を提供しました。
被災地の大学は被災自治体等と連携してアーカイブに
取り組んでます。また、それとは別に、被災地の県立図
書館等も被災自治体と連携してアーカイブに取り組んで
いました。大学はコンサルなどを利用して、被災者や被
災自治体から映像等のコンテンツを収集してきました。
その際、権利処理のやり方によっては、大学などへ権利
がすべて寄贈されてしまうと、大学の公開ルールに縛ら
れ、自由な利用が阻害されるリスクも生じます。311 ま
るごとアーカイブと大学が収集する際に競合し被災者か
らコンテンツを奪い合う事態も生じました。311 まるご
とアーカイブは被災地に戻すための収集で一時的に預か
り権利処理をて戻すということが理解されませんでし
た。
アーカイブする際に、メタデータを付与することが重
要となります。メタデータがないと貯めたコンテンツを
引き出すことができません。メタデータもアーカイブす
る主体や利用者に目的によって異なります。一般に、メ
タデータは映像を記録した方が付与するものですが、
ボーンデジタルの時代に、一般の市民や被災者が撮影し
たデータを収集する時点で、権利処理やメタデータを合

わせて提供していただくことは困難でした。国会図書館
はひなぎくというアーカイブシステムを構築し運営して
おりますが、被災地の公立図書館のアーカイブと連携し
てメタデータを横断検索できる仕組みがありますが、そ
もそもメタデータがほとんど付されていない状況では検
索も機能しないわけです。
被災直後、当時私は国の研究機関におりましたが、被
災地支援は業務であり研究ではないということで国の研
究費が使えなかったため、寄付等を活動の原資として、官
民協働により 311 まるごとアーカイブを立ち上げまし
た。被災自治体に代わってプロボノの方々が現地で記録
ボランティアとして被災地の映像を数万枚、撮影してい
ただきました。こうしたコンテンツも一部は被災地の自
治体に戻してきましたが、まだ、すべて戻せていません。
被災地のアーカイブを支援するアプローチとしては、直
接支援と中間支援という 2つのアプローチがあります。
被災地が自らアーカイブに取り組める場合は、アーカイ
ブを構築するための知識や技術の提供、研修などにより
間接的に支援させていただきました。被災により自ら
アーカイブに取り組めない場合は、記録から記録の収集、
権利処理、メタデータの整理、保存、Web システム上で
の公開まですべてを代行するなどの直接支援をさせてい
ただきました。
災害デジタルアーカイブの対象となるコンテンツの類
型は、動画、写真、音声、文章、手記、報告書等などが
あります。災害に関する新聞記事などもアーカイブされ
ますが、著作権の制約によりメタデータのみのアーカイ
ブとなります。先ほど、大船渡市の利活用の事例で紹介
しましたが、地理空間情報もアーカイブの対象となりま
す。地理空間情報のアーカイブは地図画像などの静的な
アーカイブではなく、分散相互運用という技術を用いて、
様々な機関が保有し公開している航空写真や被害実績図
などを動的に重ねて利用できる環境が不可欠となりま
す。残念ながら国会図書館や公立図書館、大学によるアー
カイブは地理空間情報の相互運用に対応していません。
デジタルアーカイブの構築と運用のプロセスは、「記

録」「収集」「保存」「権利処理」「公開」「利用」を経ます。
「権利処理」はコンテンツの収集の際に同時に行います
が、書面で明示的に使用許諾を得るのは困難です。「保存」
や「公開」「利用」についても権利処理が適切に行われな
いと困難となります。特に、コンテンツの閲覧に留まら
ず、デジタルアーカイブの主体が第三者に 2次利用を許
諾する場合にも、提供者、つまり、著作権者から第三者
提供や 2次利用も組む使用許諾を受ける権利処理が必要
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となります。著作権者との個別の権利処理が原則となり
ますが、提供者が著作権者ではない場合もあります。著
作権者が不明な孤児作品となると現行法上、裁定制度な
ど、利用はかなりのハードルが高くなります。映像につ
いては著作権以外に肖像権やパブリシティー権の処理が
求められる場合もあります。また、個人情報の保護への
配慮や、行政が保有するコンテンツの場合は、守秘義務、
目的外利用等との関係でアーカイブへの提供そのものが
制限を受ける場合もあり、情報公開法、情報公開条例な
どの義務的開示請求を経るなど時間とコストがかかる場
合もあります。特に、肖像権については、明示的な法律
がなく、判例法理により、判断することが求められます
が、現在、自治体等による災害デジタルアーカイブにお
ける肖像権処理のための運用ガイドラインや立法化に向
けた研究に取り組んでおりますので、近々、提言させて
いただく予定です。
東日本大震災では「記録」をすることが大きな問題と
なりました。一般に、災害を記録する主体としては被災
した自治体の広報担当などが記録を担当します。岩手県
陸前高田市は職員の 4分の 1 の方が亡くなられました。
311 まるごとアーカイブは、被災地の当事者が記録でき
ない事態に直面し、収集からではなく、記録から支援す
ることとしました。被災直後、岩手・宮城を中心に、映
像関係のプロボノの方々延べ 700 人以上の方々にお願い
して、被災地の被害の様相を写真やビデオで記録しまし
た。記録された映像は延べ 2万件以上に及びます。記録
を担当いただくプロボノの方々が地元の警察や自治体、
住民ともトラブルなく安全に活動できるように調整しま
した。また、プロボノの方々の宿泊施設の確保やGPS な
どの記録関係の機材の提供、立ち入りの禁止区域等にお
ける撮影許可のなども行いました。
先ほど少し触れましたが、「収集」については、研究者
や報道機関との奪い合い、囲い込みが発生しました。研
究者が被災者から映像の寄贈を受けて、インタビューを
行い、早い者勝ちで、独占するという事態が生じました。
テレビ局や新聞社などのマスメディアは、コンテンツを
保有する被災者から映像等を寄贈させ、その際、すべて
の著作権を譲渡させるという権利処理を行う事態が発生
しました。かれらには、コンテンツを独占し、囲い込む
という発想で、社会全体でシェアするという発想はほと
んどありませんでした。
「保存」については、先ほど触れましたが、メタデータ
を誰がどのように付けるかが問題となりました。多くの
収集・利用目的がありますので、検索のためのキーワー

ドなども、参加型のタグ付けなど、フォークソノミーの
アプローチが求められますが、国会図書館や大学のアー
カイブは、参加型のタグ付けやコンテンツ間を関連図け
るなどに対応していません。311 まるごとアーカイブは、
ドメインごとや地域毎にローカルなタフセットを提供す
る仕組みとなっておりますが、私たちも未だに試行錯誤
している状況です。
「権利処理」については、先ほど挙げた著作権法や肖像
権に加え、いくつかの課題があります。例えば、著作権
の保護期間が切れた過去の地域映像の場合、その所有者
が所有権を根拠に、擬似著作権的な考え方で複製等を断
るケースがあります。あとは、権利処理といえるかどう
か微妙ですが、被災者感情への配慮を過度に主張される
方々によって、公表に制限がかかる事態が発生していま
す。災害の記録を社会的に共有するという公共性と、被
災者の感情や精神的・心理的な配慮を、どのようにバラ
ンスをとるかについては、冷静な議論が求められます。
「公開」を巡る課題としては、提供者による公開方法や
利用方法の制限と、アーカイブの管理者による公開判断
の基準が問題となります。特に、自治体など公的機関が
運営するデジタルアーカイブでは、責任論が独り歩きし
ます。自治体のアーカイブ担当者が公開可能と判断した
コンテンツを法規担当等が公開には権利侵害などのリス
クがあるとの理由により非公開と判断するケースがあり
ました。これも現行法が災害デジタルアーカイブの実務
に追いついていないと考えられますが、地方自治の在り
方が問われていると思います。
災害デジタルアーカイブが特に映像に偏っている現状
があります。映像コンテンツに豊かなメタデータが付さ
れていれば、意味解釈も含め利用が促進されますが、先
に申し上げましたとおり、メタデータはプア―な状況で
す。そこで、311 まるごとアーカイブでは、被災者等の
体験談、つまり、オーラルヒストリーの記録を提唱し、
オーラルヒストリーと映像コンテンツを組み合わせて利
用することで、映像に文脈を与え、逆に、ナラティブに
映像の力で客観性を持たせるなどを期待しております。
被災者のオーラルヒストリーの記録も支援させていただ
きましたが、なかなか困難です。オーラルヒストリーは
収録時に本人から公開可能との許諾を受けていても、後
から、本人から非公開にしてほしいとか、本人は許可し
ても家族が公開しないでほしいとの要請があります。ま
た、インターネットを利用しない高齢者の方は、オーラ
ルヒストリーを近所の関係者に知られたくないが、イン
ターネットは近所の関係者は見ないと思うので公開して
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もよい、など、関係者への配慮から非公開となり、死後
の公開とならざる得ない場合もあります。また、オーラ
ルヒストリーの内容は、プライバシーなどとの関係で、映
像以上にセンシティブな場合もあり、当事者や語られた
関係者への配慮が公開の妨げになる傾向があります。
「利活用」については、様々な分野で様々な利用が考え
られますが、それぞれの分野でデジタルアーカイブを利
用する戦略と方法がないと、ただ映像を公開しても利活
用には結び付きません。311 まるごとアーカイブでは、防
災教育の手法やリスクコミュニケーションの手法の開発
と一体的に災害デジタルアーカイブの利活用を進めてき
ました。また、被災者自らが自分たちの復興過程を記録
し公表することでファンドレイジングを通して復興を促
進させるなどの利活用なども提案してきました。私たち
は、被災直後の映像の記録に偏らず、過去の記録から地
域のアイデンティティーを再生することや、未来に向け
た復興過程を記録し発信してゆく利活用を推奨してきま
した。宮城県仙台市のせんだいメディアテークは、公共
の空間でコミュニティのアーカイブや映像のワーク
ショップなど、早い段階から市民を巻き込み記録と利用
を統合するアーカイブの取り組みに取り組んでいまし
た。
311 まるごとアーカイブの取り組みは、現在、一般社
団法人協働プラットフォームが継承しております。記録、
収集したコンテンツは被災自治体のアーカイブにすべて
ではありませんが提供し当事者に戻すことができまし
た。また、被災地でアーカイブに取り組む若者に研修を
行いNPOなどの社会的起業を支援する取り組みも試行
しましたが、アーカイブの構築運用や利活用がビジネス
モデルとして成立するまでには至りませんでした。宮城
県気仙沼市や茨城県の東日本大震災の災害デジタルアー
カイブの運営もお手伝いさせていただいております。し
かしながら、震災後 8年経つと企業等からの寄付は得ら
れない状況の中で、開発してきたアーカイブシステムの
改良や機能拡張、利活用機能の開発などに十分取り組め
ていない厳しい状況に置かれています。今後、ご一緒に
取り組める自治体や企業、プロボノ方々を増やしてゆき
たいと思います。

以上
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